
                                       R7.4.1～ 

●犬山市高齢者見守り配食事業についてのご案内● 
 

 

○食事料金について 

業者名 普通食 特別食 キャンセル期限 お問い合わせ 

さくら 

配食サービス 
５０0円/食 ７０0円/食 当日9時 0587-92-0223 

みそら食堂 440円/食 490円/食から 当日9時 0587-96-6635 

元氣べんとう 
4７0円/食 

(※1) 
なし 当日9時 0568-61-7718 

まごころ弁当 ４３0円/食 562円/食から 前日18時 058-370-0351 

ライフデリ ４３０円/食 5５0円/食から 前日18時 0568-68-6760 

  その他食事内容については、各事業所にご確認ください。 

※1アレルギー対応不可 
 

 

○注意事項 

見守り配食事業は安否確認を目的としており、市が１食あたり２１０円を負担しています。 

各業者が定めるキャンセル期限までにご連絡がない場合は、上記食事料金に２１０円を加

えた本来の食事料金を請求しますのでご了承ください。 

外出等で不在の場合でも、お弁当を外に置いておくことはできません。 

お弁当の受け取りができない場合は、必ず事前に利用業者へご連絡ください。 

 

 

 裏面もご覧ください  
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○安否確認の方法 

 お食事は手渡しにてお渡しいたします。その際に受領の印をいただきます。 

配達時に不在の場合は、緊急連絡先へ高齢者支援課よりご連絡します。 

 

○お支払方法 

 ご利用の事業所とご相談ください。                 

 

〇高齢者支援課への連絡について 

 つぎの場合には、犬山市役所１階 高齢者支援課（０５６８）４４―０３２５までご

連絡ください。 

 ①事業所を変更したいとき 

  ※当月の２０日までにご連絡ください。翌月の初回配達分より変更します。 

 ②利用日を変更したいとき 

  ※利用日が祝日であっても配達いたします。 

 ③利用を休みたい・やめたいとき 

 

 

           犬山市健康福祉部高齢者支援課 高齢者福祉担当（市役所１階） 

                 電話：0568-44-0325 FAX：0568-44-0364 

   E-mail：030200@city.inuyama.lg.jp 


